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第3回 資本の調達(株式)①増資の方法

1.増資と授権資本制度

(1)土曽髪ごとは

(2)授権資本制度

2.増資の種類

(1)有償増資

(2)無償増資

・株式分割 (無償交付 )

。株式無償割当て

※単純な株式分割

3.増資の募集形態

(1)株主害J当

(2)第二者割当

(3)公募

4増資の価格形態 (発行価格 )

(1)原則的な発行価格

(2)特別な発行価格

5.増資形態の変遷

(1)戦後～1970年代初め

(2)1970年 代初め～1980年代

(3)1990年 代～2000年代

6.第二者割当増資の新ルール

“発行可能株式総数" “発行済み株式数"
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誰が(ど こで)決 めるか 力朱二   (イネ多託a) 私締役  (私締役会 )

何に書いてあるか て曳稼_ク し イ布グ渚在グア をづ
｀

※1950年以前の資本制度との比較
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図表5-1 増資の募集形態の推移 (1955年 ～2009年 )
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(注 )数値は、全国上場会社の株式による資金調達額のうち、株主割当、第二者割当、公募の合計調達額に占める

それぞれの調達額の比率。

(出所)『東証要覧 2010』 東京証券取引所、2010年 、111ページより作成。

東
京
証
券
取
引
所
は
二
〇
〇
九
年
夏

を
メ
ド
に
、
特
定
の
投
資
家
に
新
株
を

割
り
当
て
る
第
二
者
割
当
増
資
に
規
制

を
導
入
す
る
。
増
資
額
が
既
存
株
数
に

比
べ
て
異
常
に
大
き
い
な
ど
、
既
存
の

株
主
の
価
値
を
損
な
う
増
資
が
新
興
企

業
を
中
心
に
相
次
い
で
お
り
、
締
め
出

す
の
が
狙
い
。
東
証
が
不
適
当
と
判
断

し
た
増
資
の
実
施
企
業
に
は

「
公
表
措

置
」
や
違
約
金
を
科
す
。
悪
質
と
判
断

し
た
場
合
に
は
上
場
廃
止
も
検
討
す

る
。
資
金
調
達
の
透
明
度
を
上
げ
、
市

場
の
信
頼
を
高
め
る
。

現
在
、
日
本
企
業
が
第
二

者
割
当
増
資
を
実
施
す
る
場

合
、
原
則
と
し
て
取
締
役
会

の
決
議
で
決
め
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
会
社
の
支
配
権
が

資
に
つ
い
て
公
表
し
、
上
場

企
業
や
そ
の
株
主
に
警
告
す

る
。
東
証
が
今
年
導
入
し
た

違
約
金

の
対
象

に
も
加
え

る
。

第二者割 り当てによる
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株式数/増資前

発行済み株式数

(注 )東京証券取引所の
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東証、第二者割り当て規制を検討
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